
証券コード　８３４４

山形市七日町三丁目１番２号

(単位：百万円)

３５，８６６

２１，１２７ 当 座 預 金

１４，７３８ 普 通 預 金

３７，３２８ 貯 蓄 預 金

９，６０１ 通 知 預 金

６１ 定 期 預 金

４３ 定 期 積 金

１８ そ の 他 の 預 金

６９９，６９９

３１４，４４１

１４４，３７１

１１１，４７９ 借 入 金

２８，４１９

１００，９８７ 売 渡 外 国 為 替

１，２２６，２４６ 未 払 外 国 為 替

８，５９６

３９，９１２ 未 決 済 為 替 借

１，０１０，８９３ 未 払 法 人 税 等

１６６，８４３ 未 払 費 用

３８２ 前 受 収 益

２８２ 給 付 補 て ん 備 金

０ 金 融 派 生 商 品

９９ リ ー ス 債 務

５，８２６ 資 産 除 去 債 務

３０１ そ の 他 の 負 債

５

２，９７５

１４２

２，４０１

１４，２２３

３，５４５

９，２１９

２４

８５

１，３４７

１，５０７

１，２９０ 資 本 準 備 金

２１６ そ の 他 資 本 剰 余 金

６，２０３

１２，７８４ 利 益 準 備 金

△　１３，４９４ そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

２，０３６，２３７

１２，７８４支 払 承 諾

株 主 資 本 合 計

資 本 剰 余 金

貸 倒 引 当 金

未 収 収 益

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 資 産

買 入 外 国 為 替

取 立 外 国 為 替

 取 締 役 頭 取 　長 谷 川　吉 茂

８，９３３

２６

そ の 他 の 証 券

株 式 会 社　山 形 銀 行

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ４，０４２

　１０４，９１５

４，９３２

６，６８５

ソ フ ト ウ ェ ア

無 形 固 定 資 産

建 物

リ ー ス 資 産

その他の有形固定資産

そ の 他 負 債

商 品 有 価 証 券

商 品 国 債

外 国 為 替

国 債

借 用 金地 方 債

社 債

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

平成23年6月24日

３，９６５

株 式

２

６６，３２５

金            額

３，６１５

１，８２９，９１０

４１，７５８

３３，８８６

（  負   債   の   部  ）

６，８５６

２１，９２２

８３３，４４５

８８８，４２４

割 引 手 形

外 国 為 替

現 金 預 け 金

現 金

預 金

譲 渡 性 預 金有 価 証 券

貸 出 金

第 199 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表 （ 平 成 23 年 ３ 月 31 日 現 在 ）

買 入 金 銭 債 権

商 品 地 方 債

預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

科            目 金            額 科            目

（  資   産   の   部  ）

２，０３６，２３７

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

３，７７６

△　８１２

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

利 益 剰 余 金 ８８，７８１

８１，７０５

偶 発 損 失 引 当 金

　１０８，６９１

外 国 他 店 預 け

当 座 貸 越

証 書 貸 付

手 形 貸 付

再評価に係る繰延税金負債

資 本 金

そ の 他 資 産

未 決 済 為 替 貸

１２，００８

△　１，１３３

（  純　資　産   の   部  ）

負 債 の 部 合 計

７５，０２０

７，０７６

４，９３７

１，９２７，５４５

５

自 己 株 式

２，５９２

有 形 固 定 資 産

前 払 費 用 役 員 賞 与 引 当 金 ２０

退 職 給 付 引 当 金

１６５

２６

３，０４６

４

２，０４５

９７１

２，１３０

２３７

１５６

３，９６５

２８

３４４

８７

６６９

１１７

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

資 産 の 部 合 計

建 設 仮 勘 定

１，９１５

支 払 承 諾 見 返

繰 延 税 金 資 産

その他の無形固定資産

土 地

　８６７
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　平 成 ２２ 年 ４ 月   １ 日 か ら
　平 成 ２３ 年 ３ 月 ３１ 日 ま で

(単位：百万円)

経      常      収      益 ３８，３５２

資   金   運   用   収   益 ２８，８０２

２１，６８３

６，９１９

７２

９

０

１

１１５

役  務  取  引  等  収  益 ５，７８９

１，６９１

４，０９７

そ  の  他  業  務  収  益 ２，７３４

９８

３

１，８７７

６６７

８７

０

そ  の  他  経  常  収  益 １，０２５

４６９

５５６

経      常      費      用 ３２，１２１

 資   金   調   達   費  用 ３，５０９

２，１５８

１０９

１

０

０

１，１９２

４６

役　務　取　引　等　費　用 ２，１４１

３５６

１，７８５

そ  の  他  業  務  費  用 １，６５８

１，３８１

２１９

５７

営       業       経       費 ２１，６２３

そ  の  他  経  常  費  用 ３，１８７

２，２１４

２２ 　　
２０４ 　　
４４６

２９８

経      常      利      益 　 ６，２３１   　
特      別      利      益 ６

４

２    
特      別      損      失 １５６

２９

３６

９１   　
６，０８１

３３

２，３９０

２，４２３

３，６５７

固 定 資 産 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益

固 定 資 産 処 分 損

株 式 等 売 却 損

譲 渡 性 預 金 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

支 払 為 替 手 数 料

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

国 債 等 債 券 売 却 益

そ の 他 の 経 常 収 益

預 金 利 息

金                                                   額

コ ー ル ロ ー ン 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
貸 出 金 利 息

科                  目

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息

金 融 派 生 商 品 収 益

株 式 等 償 却

損益計算書

預 け 金 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息

そ の 他 の 業 務 収 益

受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

外 国 為 替 売 買 益
商 品 有 価 証 券 売 買 益

国 債 等 債 券 償 還 益

借 用 金 利 息

貸 出 金 償 却

そ の 他 の 経 常 費 用

買 現 先 利 息

そ の 他 の 役 務 費 用

国 債 等 債 券 償 還 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

国 債 等 債 券 売 却 損

国 債 等 債 券 償 却

株 式 等 売 却 益

減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
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   記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

  重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等

株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決

算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困

難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額

については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２年～30年 

その他  ２年～15年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利

用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし

た定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価

保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計

士協会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一

定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てており

ます。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当ててお

ります。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

（2）役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に

帰属する額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、 必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとお

りであります。 

  過去勤務債務  その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法によ

り損益処理 

  数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

（4）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう

ち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

（5）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。 
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（6）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への将来の負担金の支払いに備えるた

め、負担金支払見込額を計上しております。 

７．リース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する事業年度に

属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

（1）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下、業種別監査委員会

報告第24号という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特

定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別監査委員会報告第24号に

基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間ごとにグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引

をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッ

ジ指定を行っているため、高い有効性があると見なしており、これをもって有効性の判定に代えております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップ等の特例処理を行っております。 

また、当事業年度末の貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損失のうち、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実

施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の

「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は、当該「マクロヘッジ」におけるヘッジ手段の残存期間にわたり費用

として認識しております。 

当事業年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は248百万円（税効果額控除前）であります。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する

繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減

殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権

債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価

しております。 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定

資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

   会計方針の変更 

    （資産除去債務に関する会計基準） 

当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年 3 月 31 日）及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21号平成 20年 3月 31 日）を適用しております。 

これにより経常利益は 3 百万円、税引前当期純利益は 94 百万円、それぞれ減少しております。また、当会計基準

等の適用による資産除去債務の変動額は 117 百万円であります。 

 

   注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．無担保の消費貸借契約取引（債券貸借取引）により貸付けている有価証券が、国債に合計20,375百万円含まれてお

ります。 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は6,528百万円、延滞債権額は23,175百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は15百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
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４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,446百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は32,166百万円であります。 

 なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行

引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却または（再）担保という方法で自由に処分できる権利

を有しておりますが、その額面金額は、8,596百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券                           93,401百万円 

担保資産に対応する債務 

預  金                           3,698百万円 

債券貸借取引受入担保金                     971百万円 

借  入  金                         3,900百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券62,983百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は327百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は、526,012百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時

期に無条件で取消可能なもの）が519,319百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成14年3月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年

法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により

合理的な調整を行って算出する方法と、同法第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額              3,755百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額                     25,266百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額                          2,131百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保証債務

の額は9,656百万円であります。 

13．１株当たりの純資産額                  637円47銭 

14．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約に

より使用しております。 

15．関係会社に対する金銭債権総額              9,920百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額              7,377百万円 

17．当行の取締役及び監査役との取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額  43百万円 

18．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当の制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条

第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定に係らず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗

じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。当期における当該剰余金の配当に係る利益剰余金

（又は資本準備金）の計上額はありません。 

19．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率は13.55％（国内基準） 
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  （損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額                   137百万円 

役務取引等に係る収益総額                     42百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額             16百万円 

関係会社との取引による費用                

資金調達取引に係る費用総額                    5百万円 

役務取引等に係る費用総額                    125百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額            －百万円 

その他の取引に係る費用総額        437百万円 

２．１株当たり当期純利益金額                   21円45銭 

３．営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した以下の営業用資産等について、帳簿価額を回

収可能額まで減額し当該減少額36百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

区  分          主な用途等       種類     減損損失 

稼働資産      営業店舗   １か所     土地     30百万円 

遊休資産      遊休資産   １か所     土地      5百万円 

営業用店舗については、営業店ごと（ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）

に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの 小単位と

しております。本店、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないこと

から共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却

価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額」等に基づき算定しております。 

４．関連当事者との取引 

 子会社及び関連会社等                                 （単位：百万円）      

属性 
会社等 

の名称 

議決権の所

有（被所有）

割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（注２） 
科目 期末残高

子会社 

山銀保証

サービス

株式会社

直接所有  

5.0％ 

間接所有 

45.0％ 

当行ﾛｰﾝの 

被保証 

預金取引 

役員の兼任

貸出金被保証 317,241 ― ― 

保証料の支払 69 ― ― 

代位弁済金の受取 410 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針 

(注1)  山銀保証サービス(株)との取引については、すべて通常の取引であり、一般の取引条件と同様であります。 

(注2)  取引金額には、消費税は含めておりません。 

 

   （有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、｢商品有価証券｣並びに「買入金銭債

権」中の信託受益権が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（平成23年３月31日現在） 

 

当事業年度の損益に 

含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 0
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２．満期保有目的の債券（平成 23年 3月 31 日現在） 

 
種 類 

貸借対照表計上額 時  価 差  額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

時価が貸借対照表計上額 

を超えるもの 

国  債 － － －

地  方  債 － － －

短期社債 － － －

社  債 8,176 8,357 180

そ  の  他 － － －

小  計 8,176 8,357 180

時価が貸借対照表計上額 

を超えないもの 

国  債 － － －

地  方  債 － － －

短期社債 － － －

社  債 1,335 1,290 △44

そ  の  他 － － －

小  計 1,335 1,290 △44

合  計 9,511 9,647 136

 

３．子会社･子法人等株式及び関連法人等株式（平成23年３月31日現在） 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

子会社・子法人等株式 － － －

関連法人等株式 － － －

合      計 － － －

  （注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額 

 （百万円） 

子会社・子法人等株式 21

関連法人等株式 －

合      計 21

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社・子法

人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

４．その他有価証券（平成23年３月31日現在） 

 
種 類 

貸借対照表計上額 取得原価 差  額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株  式 12,860 8,974 3,886

債  券 468,334 459,449 8,884

 国  債 240,041 236,620 3,421

 地  方  債 144,371 140,517 3,853

 短期社債 － － －

 社  債 83,921 82,312 1,609

その他 31,855 29,796 2,059

 外国債券 27,047 26,007 1,040

 そ  の  他 4,807 3,789 1,018

小 計 513,050 498,220 14,830

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株  式 14,109 17,482 △3,373

債  券 92,445 93,488 △1,042

 国  債 74,399 74,810 △410

 地  方  債 － － －

 短期社債 － － －

 社  債 18,045 18,678 △632

その他 73,820 77,073 △3,253

 外国債券 63,285 65,723 △2,437

 そ  の  他 10,535 11,350 △815

小 計 180,375 188,044 △7,669

合  計 693,426 686,265 7,161
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  （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額 

 （百万円） 

株式 1,428

その他 115

合      計 1,543

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。 

（追加情報） 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き売手と買手の希望する価

格差が著しく大きく、市場価格を時価とみなせない状況にあると判断し、経営者の合理的な見積りに基づく

合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としております。 

なお、市場価格を時価として算定した場合と比べて、「有価証券」は 3,935 百万円増加、「繰延税金資産」

は 1,574 百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は 2,361 百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積った将来のキャッシュ・フローを、

同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティ

リティが主な価格決定変数であります。 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

該当ありません。 

 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株  式 5,857 469 204

債  券 169,061 1,557 762

 国  債 147,784 1,392 582

 地  方  債 18,776 164 －

 短期社債 － － －

 社  債 2,500 － 179

その他 10,392 320 619

合  計 185,311 2,346 1,586

 

７．保有目的を変更した有価証券 

当事業年度中に、満期保有目的の債券545百万円の保有目的を、債券の発行者の信用状態の著しい悪化の理由によ

り変更し、その他有価証券に区分しております。この変更による経常利益及び税引前当期純利益への影響はありま

せん。 

 

８．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。)で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく

下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借

対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しておりま

す。当事業年度における減損処理額は、448百万円（うち、株式390百万円、債券57百万円）であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について当事業年度末日の時価が取得価

額の 50％以上下落している場合、及び 30％以上 50％未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去の一定期間におけ

る時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。 
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    （税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産 

 貸倒引当金    4,362百万円 

退職給付引当金              852 

 有価証券償却   1,581 

 減価償却費    1,106 

 その他    2,100 

繰延税金資産小計                         10,003 

評価性引当額                            △1,329 

繰延税金資産合計   8,673 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金  2,459 

 その他      10 

繰延税金負債小計   2,470 

繰延税金資産の純額   6,203百万円 
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第 199 期  決 算 公 告 

 

山形市七日町三丁目１番２号 

                                 株式会社 山 形 銀 行 

                                     取締役頭取 長谷川 吉茂 

 

連結計算書類の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

   (1)   連結される子会社及び子法人等    ７社 

主要な会社名 

山銀リース株式会社 

山銀保証サービス株式会社 

やまぎんカードサービス株式会社 

やまぎんキャピタル株式会社 

山銀システムサービス株式会社 

山銀ビジネスサービス株式会社 

木の実管財株式会社 

 

(2)   非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)   持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

(2)   持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

(3)   持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

(4)   持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日 ７社 

 

４．のれんの償却に関する事項 

    のれんの償却については、重要性が乏しいものを除いて、定額法により償却することとしております。 
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　連結貸借対照表（平成23年３月31日現在）

（単位：百万円）

金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　負　債　の　部　）

35,871                    預 金 1,828,062                

37,328                    譲 渡 性 預 金 60,795                    

10,688                    債券貸借取引受入担保金 971                        

61                         借 用 金 6,820                     

699,754                  外 国 為 替 28                         

1,217,852                そ の 他 負 債 13,743                    

382                        役 員 賞 与 引 当 金 20                         

20,151                    退 職 給 付 引 当 金 2,157                     

14,645                    役 員 退 職 慰 労 引 当 金 255                        

建 物 3,587                     睡眠預金払戻損失引当金 156                        

土 地 9,257                     偶 発 損 失 引 当 金 165                        

建 設 仮 勘 定 85                         利 息 返 還 損 失 引 当 金 258                        

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,715                     再評価に係る繰延税金負債 1,915                     

1,594                     支 払 承 諾 19,097                    

ソ フ ト ウ ェ ア 1,371                     負 債 の 部 合 計 1,934,448                

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 223                        （　純 資 産 の 部　）

6,527                     資 本 金 12,008                    

19,097                    資 本 剰 余 金 4,939                     

△15,861                利 益 剰 余 金 88,682                    

自 己 株 式 △812                    

株 主 資 本 合 計 104,817                  

その他有価証券評価差額金 4,042                     

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,133                  

土 地 再 評 価 差 額 金 867                        

その他の包括利益累計額合計 3,776                     

少 数 株 主 持 分 5,053                     

純 資 産 の 部 合 計 113,647                  

2,048,095                負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,048,095                

外 国 為 替

そ の 他 資 産

科　　　　　目

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

（　資　産　の　部　）

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

貸 出 金
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　平成22年４月 １ 日から 　

　平成23年３月31日まで 　

（単位：百万円）

　　科　　　　　　目 金 額

45,037

28,892

貸 出 金 利 息 21,752

有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,920

コールローン利息及び買入手形利息 72

買 現 先 利 息 9

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 0

預 け 金 利 息 1

そ の 他 の 受 入 利 息 136

7,051

8,053

1,039

37,946

3,551

預 金 利 息 2,158

譲 渡 性 預 金 利 息 104

コールマネー利息及び売渡手形利息 1

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 0

借 用 金 利 息 45

そ の 他 の 支 払 利 息 1,241

2,055

6,353

22,950

3,034

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,608

そ の 他 の 経 常 費 用 1,425

7,090

18

5

13

252

35

125

91

6,856

246

2,963

3,209

3,646

392

3,253

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

連結損益計算書

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 の 特 別 損 失

減 損 損 失

当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益
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記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

１．会計処理基準に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時

価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を

把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２年～30年 

その他  ２年～15年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により

償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結され

る子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定

額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額と

し、それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀

行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分

類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権

に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち

必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

(6) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰

属する額を計上しております。 

(7) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりでありま

す。 

過去勤務債務 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

(8) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当

連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(10) 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への将来の負担金の支払いに備えるため、負

担金支払見込額を計上しております。 
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(11) 利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、連結子会社が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返

還状況を勘案し、返還見込額を合理的に見積り計上しております。 

(12) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(13) リース取引の処理方法 

（借手側） 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ

ております。 

（貸手側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に

属するものについては、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号平成19年３月31日）

第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除

後）をリース投資資産の期首の価額として計上しております。 

また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額

法によっております。 

(14) 重要なヘッジ会計の方法 

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報

告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺

するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価

しております。キャッシュ･フローを固定するヘッジについては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデッ

クス及び一定の金利改定期間ごとにグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定

しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高

い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップ等の特例処理を行っております。 

また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損失のうち、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実

施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マ

クロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は、当該「マクロヘッジ」におけるヘッジ手段の残存期間にわたり費用として認

識しております。 

なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は248百万円（税効果額控除前）であり

ます。 

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰

延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを減殺する目

的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合

うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

連結される子会社及び子法人等はヘッジ会計の適用される取引は行っておりません。 

(15) 消費税等の会計処理 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

(16) 収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっ

ております。 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 

  （資産除去債務に関する会計基準） 

当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、経常利益は3百万円、税金等調整前当期純利益は94百万円、それぞれ減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は117百万円であります。 
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表示方法の変更 

  （連結貸借対照表関係） 

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第5号平成23年３月25日）により改正された「銀行法施行規

則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、前連結会計年度における「評価・換算差額等」は当連結会計年度から

「その他の包括利益累計額」として表示しております。 

 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第41号平成22年９月21日）により改正さ

れた「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示してお

ります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．無担保の消費貸借契約取引(債券貸借取引)により貸付けている有価証券が、国債に合計20,375百万円含まれております。 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は、6,604百万円、延滞債権額は22,761百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息

不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は78百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,456百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は31,900百万円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。 

これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自

由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,596百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券                                                 93,401百万円 

その他資産                         102百万円 

担保資産に対応する債務 

預  金                                          3,698百万円 

債券貸借取引受入担保金                 971百万円 

借  用  金                       3,950百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券62,983百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は330百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る

融資未実行残高は、544,683百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可

能なもの）が537,989百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並び

に 連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ･フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに

は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申

し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい

て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続きに基づき

顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 再評価を行った年月日  平成14年３月31日 
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同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第4号に定める地価税法(平成3年法

律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

整を行って算出する方法と、同法第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額                       3,755百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額                    25,469百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額                       2,131百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は9,656

百万円であります。 

13．１株当たりの純資産額                       636円90銭 

14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 43百万円 

15．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機および車両の一部については、所有権移転外ファイナンス・リー

ス契約により使用しております。 

16．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務            △13,777百万円 

年金資産（時価）           9,930   

未積立退職給付債務         △3,846 

未認識数理計算上の差異        2,142 

未認識過去勤務債務（債務の減額）    △453  

連結貸借対照表計上額の純額      △2,157 

退職給付引当金            △2,157 

17．銀行法施行規則第17条の５第１項３号ロに規定する連結自己資本比率 14.00％（国内基準） 

  

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、株式等償却446百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額                          19円08銭 

３．営業利益の減少によるキャッシュ･フローの低下及び地価の下落した以下の営業用資産等について、帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額125百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

区  分     主な用途等       種 類        減損損失 

稼働資産    営業店舗１か所      土 地        30百万円 

遊休資産    遊休資産７か所      土地及び建物     95百万円 

営業用店舗については、営業店ごと（ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）に継続

的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの 小単位としております。

本店、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ･フローを生み出さないことから共用資産としてお

ります。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案

し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。 

４．連結包括利益計算書における包括利益の金額                  1,091百万円 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループ（以下、当行という）は、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務等、主として

銀行業務中心に金融サービスに係る事業を行っております。当行が主たる事業とする銀行業務においては、預金やコール

マネー等による資金調達を行う一方、貸出金や有価証券投資による資金運用を行っております。このように、当行の金融

資産及び金融負債は金利変動の影響を受けやすいことから、金融市場環境の変化によって損失を被る市場リスク（金利リ

スクや価格変動リスク等）を有しているほか、資金繰りに困難が生じたりするリスクも有しております。 

このため、資産・負債の状況と金融資本市場の動向を踏まえ、資金繰りや投資方針に合わせて、収益とリスクのバラン

スを適切にコントロールするための資産・負債の総合管理（ALM）を行っており、その一環としてデリバティブ取引も行

っております。 
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する営業貸付金であり、顧客の契約不履行によっても

たらされる信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投

資目的及び事業推進目的等で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、

市場価格の変動リスクに晒されております。 

金融負債である預金やコールマネー等は、金融資産との金利又は期間のミスマッチによる金利変動リスクを有しており

ます。また、予期せぬ資金の流出等により資金繰りがつかなくなる場合や、通常よりも著しく高い金利にて調達すること

を余儀なくされることによる損失を被る資金繰りのリスクを有しているほか、市場全体の信用収縮等の混乱により、必要

な資金の調達ができなくなる場合や、通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより、損失を被る等の

市場流動性リスクを有しております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行では、融資を行う際の基本的な考え方、行動基準等を定めた「クレジットポリシー（融資業務規範）」、信用リ

スクの具体的な管理方法等を定めた「信用リスク管理規程」に基づき、公共性・安全性・成長性・収益性を重視した与

信判断、信用格付・自己査定によるリスク量の把握、特定先への集中排除を原則としたリスクコントロール等に取り組

んでおります。また、審査管理部門を営業推進部門から分離し、独立性を確保したうえで、厳正な信用リスク管理を行

っております。 

自己査定については、資産の健全性確保の観点から、監査部門による監査を含め、厳格な査定を実施するとともに、

査定結果に基づいた適正な償却・引当を行っております。 

さらに、事業性融資先を対象とした信用格付制度を導入し、定量面・定性面の両面から企業実態の把握に努めており

ます。 

信用リスクの減殺方法としては、当行が融資取引に際して徴求している物的担保及び人的担保（保証）、貸出金と預

金との相殺等があり、当行では、「クレジットポリシー（融資業務規範）」において担保についての考え方を定め、担

保の評価、管理の方針及び手続きは取扱要領等により規程化しております。 

信用リスク量の測定方法及び手続きについては、取扱要領等により規程化しており、融資先の信用格付等に基づくリ

スク計測を月次で実施しております。なお、計測結果については ALM 会議（常務会）への報告を行っております。 

② 市場リスクの管理 

(ⅰ) 金利リスクの管理 

当行は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。ALM に関する規程及び要領等においてリスク管理方

法や手続き等の詳細を明記しており、また ALM 委員会における協議を踏まえ、ALM 会議（常務会）において現状の把

握、実施の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。具体的には、ギャップ分析や金利感応度分析を基本

とし、BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）、VaR（バリュー・アット・リスク）等の手法を用いてモニタリングを

行い、月次ベースで ALM 会議に報告しております。なお、ALM の一環として、金利リスクをヘッジするための金利ス

ワップ等のデリバティブ取引も行っております。 

(ⅱ) 価格変動リスク管理 

有価証券を含む投資商品の運用・管理については、半期ごとに取締役会で決定する「運用方針及びリスク管理方針」

に基づいて行っております。有価証券の運用においては、金融市場部のミドルセクション及び総合企画部リスク統括

室において、VaR 等を用いて市場リスク量を定量的・網羅的に計測・把握しております。また、これらの情報は日次・

週次・月次等、金融商品ごとに定めた頻度で担当取締役や ALM 会議（常務会）等に報告され、規定の遵守状況等が管

理されております。 

(ⅲ) 市場リスクに関する定量的情報 

当行において、主要なリスク変数である金利リスク及び価格変動リスクの影響を受ける主な金融商品は、「貸出金」、

「有価証券」、「預金」、「デリバティブ取引」等であります。 

当行において市場リスク量として使用している VaR の算定にあたっては、分散共分散法（保有期間 90 日（※）、

信頼区間 99％、観測期間 250 営業日）を採用しております。 

平成 23年３月 31 日（連結決算日）現在の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で 25,776 百万円であります。 

なお、当行では、モデルが算出する VaR と実際の損益を比較するバックテスティング等を実施しており、使用する

計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。 

ただし、VaR は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通

常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

 （※）「有価証券」のうち政策投資株式の保有期間は 125 日 

③ 流動性リスクの管理 

 当行では、流動性リスクの管理手続、管理体制等を定めた「流動性リスク管理規程」に基づき、管理部署の明確化を

図るとともに、平常時・懸念時・緊急時等、状況に応じた流動性準備の水準を設定するなど、不測の事態が生じても流

動性が十分確保できるような管理体制を構築しております。 
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なる場合があります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 23年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表に含めておりません（（注）2 参照）。また、重要性が乏しいと

思われる科目については表記を省略しております。 

                                     (単位：百万円) 

連結貸借対照

表計上額 

時価 差額 

(1) 現金預け金 

(2) コールローン及び買入手形 

(3)  有価証券 

   満期保有目的の債券 

   その他有価証券 

35,871

37,328

9,511

688,656

35,871

37,328

9,647

688,656

－ 

－ 

 

136 

－ 

(4)  貸出金 

    貸倒引当金（※1） 

1,217,852

△14,132
 

1,203,720 1,223,668 19,948 

資産計 1,975,088 1,995,172 20,084 

(1)  預金 

(2)  譲渡性預金 

1,828,062

60,795

1,829,111

60,796

△1,049 

△1 

負債計 1,888,857 1,889,908 △1,050 

デリバティブ取引（※2） 

  ヘッジ会計が適用されていないもの 

  ヘッジ会計が適用されているもの  

2

(1,906)

2

(1,906)

 

－ 

－ 

デリバティブ取引計 (1,903) (1,903) － 

       （※1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

       （※2） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引

によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）

で表示しております。 

 

  (注 1) 金融商品の時価の算定方法 

    資産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金については、残存期間が１年以内と短期であり、時価は帳簿価額に近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 

(2)  コールローン及び買入手形 

これらは、約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。 

(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信託

は公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、債券額面金額及び利息の合計を同様の新規私募債を

引受けした場合に想定される利率で割り引いて算定しております。 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引き続き売手と買手の希望する価格差

が著しく大きく、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算

定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。なお、市場価格を時価として算定した場合と比べて、

「有価証券」は 3,935 百万円増加、「繰延税金資産」は 1,574 百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は 2,361

百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積った将来キャッシュ･フローを、同利回り

に基づく割引率を用いて割り引くことにより算出しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティーが主な

価格決定変数であります。 

(4) 貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間（残存期間又は金利の更改期間）に基づく区分ごとに、元

利金の合計を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期

間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在価値

又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高に算定しているため、時価は連結決算日における連結

貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けていないものについては、

返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、帳簿価額を時価としてお

ります。 

 

負債 

(1) 預金及び(2) 譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定してお

ります。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（1

年以内）のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（為替予約等）等であり、

取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

 

(注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) そ

の他有価証券」には含まれておりません。 

                     （単位：百万円） 

区   分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（※１）（※２） 1,471

② 組合出資金（※３） 115

合   計 1,586

 (※１) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から時価開示の対象とはしておりません。 

 (※２) 当連結会計年度において、非上場株式について56百万円減損処理を行っております。 

 (※３) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められる

もので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

(注 3） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

                                              （単位：百万円） 

     1 年以内 

 

1 年超 

3 年以内 

3年超 

5 年以内 

5年超 

7 年以内 

7年超 

10 年以内 

10 年超 

現金預け金 35,871 ― ― ― ― ―

コールローン及び買入手形 37,328 ― ― ― ― ―

有価証券 85,980 166,049 104,848 78,431 177,159 52,592

 満期保有目的の債券 1,771 3,886 3,595 257 ― ―

  うち社債 1,771 3,886 3,595 257 ― ―

 その他有価証券のうち 

 満期のあるもの 
84,208 162,162 101,252 78,173 177,159 52,592

  うち国債 47,214 63,772 32,700 36,656 111,620 22,476

    地方債 13,391 37,196 33,103 20,175 23,320 17,183

    社債 14,341 38,310 21,156 12,560 15,272 326

    その他 9,261 22,882 14,291 8,781 26,946 12,605

貸出金（※） 343,723 228,394 177,910 88,661 113,179 236,675

合計 502,903 394,444 282,759 167,092 290,339 289,267

（※）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 29,307 百万円は

含めておりません。 

 

(注 4） 社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

                                              （単位：百万円） 

     1 年以内 

 

1 年超 

3 年以内 

3年超 

5 年以内 

5年超 

7 年以内 

7年超 

10 年以内 

10 年

超 

預金（※） 

譲渡性預金 

1,622,393 

60,795 

174,129

―

31,539

―

―

―

― 

― 

―

―

合計 1,683,188 174,129 31,539 ― ― ―

  （※） 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
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 （有価証券関係） 

  連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（平成23年3月31日現在） 

 当連結会計年度の損益に

含まれた評価差額  

(百万円） 

売買目的有価証券 0

 

２．満期保有目的の債券（平成23年3月31日現在） 

 種類 連結貸借対照表 

計上額（百万円）

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 8,176 8,357 180 

その他 ― ― ― 

小計 8,176 8,357 180 

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 1,335 1,290 △44 

その他 ― ― ― 

小計 1,335 1,290 △44 

合計 9,511 9,647 136 

 

３．その他有価証券（平成23年3月31日現在） 

 種類 連結貸借対照表 

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

株式 12,873 8,981 3,892 

債券 468,334 459,449 8,884 

 国債 240,041 236,620 3,421 

 地方債 144,371 140,517 3,853 

 短期社債  ― ― ― 

 社債 83,921 82,312 1,609 

その他 31,855 29,796 2,059 

 外国債券 27,047 26,007 1,040 

 その他 4,807 3,789 1,018 

小計 513,063 498,227 14,836 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

 

 

株式 14,129 17,513 △3,383 

債券 92,445 93,488 △1,042 

 国債 74,399 74,810 △410 

 地方債 ― ― ― 

 短期社債  ― ― ― 

 社債 18,045 18,678 △632 

その他 73,820 77,073 △3,253 

 外国債券 63,285 65,723 △2,437 

 その他 10,535 11,350 △815 

小計 180,395 188,075 △7,679 

合計 693,459 686,302 7,157 

  

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当ありません。 
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５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円） 

株式 5,870 469 207 

債券 169,061 1,557 762 

 国債 147,784 1,392 582 

 地方債 18,776 164 ― 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 2,500 ― 179 

その他 10,392 320 619 

合計 185,324 2,346 1,589 

 

６．保有目的を変更した有価証券 

当連結会計年度中に、満期保有目的の債券 545 百万円の保有目的を、債券の発行者の信用状態の著しい悪化の理由により

変更し、その他有価証券に区分しております。この変更による経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。 

 

７．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落し

ており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額

とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。当連結会計

年度における減損処理額は、448 百万円（うち株式 390 百万円、債券 57百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について当連結会計年度末日の時価が取得価額の

50％以上下落している場合、及び 30％以上 50％未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推

移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。 

 

（企業結合等関係） 

（共通支配下の取引等） 

連結子会社木の実管財（株）信用保証事業の会社分割 

当行の連結子会社である木の実管財（株）は、平成22年２月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成22年４月１日

付けで、信用保証事業を会社分割し、山銀保証サービス（株）へ承継いたしました。 

 

１．会社分割の理由 

山銀保証サービス（株）は当行グループの信用保証事業の中核となる会社であり、機動的な事業展開、経営資源の

適化を図るため行ったものであります。 

２．会社分割する事業内容 

信用保証事業 

３．会社分割の形態 

木の実管財（株）を分割会社とし、山銀保証サービス（株）を承継会社とする吸収分割方式であります。 

４．会社分割の時期 

平成22年４月１日 

５．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として会

計処理をしております。 
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